
令和　７年１２月２３日

（株）網本工業

広島県広島市東区戸坂新町１－１２－２４

令和７年度広島西部山系西部地区施設管理工事

広島県広島市西区、佐伯区、廿日市市、大竹市地内

維持修繕工事

工 期 (自) 令和　７年　８月　１日

工 期 (至) 令和　７年１２月２６日

　４０，７００，０００円（税込み）

＋　６，９３０，０００円（税込み）

　４７，６３０，０００円（税込み）

別紙のとおり

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

本工事は、広島西部山系直轄砂防事業区域のうち広島市西区、佐伯区、廿日市
市、大竹市における砂防施設及び用地の維持・管理を行うものである。

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）



変更契約の内容別紙

１．宮内地区において、道路土工、法面工、舗装工、防護柵工、道路清掃工、仮設工をとりやめる。

２．己斐上地区において、舗装工をとりやめ、道路土工を追加する。

３．五月が丘地区において、道路清掃工、除草工、仮設工をとりやめる。

４．井口台地区において、道路付属施設工、道路清掃工、除草工、構造物撤去工、仮設工をとりやめる。

５．倉重地区において、除草工、応急処理工、仮設工をとりやめる。

６．原地区において、道路清掃工、除草工、応急処理工、構造物撤去工、仮設工をとりやめる。

７．宮園・四季が丘地区において、防護柵工、仮設工をとりやめる。

８．赤土地地区において、道路清掃工、除草工、仮設工をとりやめる。

９．白石地区において、防護柵工、除草工、仮設工をとりやめる。

１０．美鈴が丘地区において、応急処理工を追加する。

１１．湯舟地区において、応急処理工を追加する。

１２．小方地区において、応急処理工を追加する。

１３．現地の状況により、数量の増減を行う。

変　更　理　由
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